
総務委員会 情報連絡 

令和２年４月１６日 

情報連絡事項 頁 

１ 子どもの食の確保緊急対応事業（補助金）の実施について・・・・・・・・・ ２ 

２ 公式ホームページにおける｢やさしい日本語｣の運用開始について・・・・・・・ ３ 

【参考】≪エリアデザイン調査特別委員会 報告事項≫ 

※資料は、エリアデザイン調査特別委員会（政策経営部）の報告資料にあり

１ 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（綾瀬ゾーン）の取組み状況について 

２ 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（北綾瀬ゾーン）の取組み状況について 

３ 花畑エリアデザインの取組み状況について 

４ 江北エリアデザインの取組み状況について 

５ 六町エリアデザインの取組み状況について 

６ 千住エリアデザインの取組み状況について 

７ 竹の塚エリアデザインの取組み状況について 

（ 政策経営部 ）



総 務 委 員 会 情 報 連 絡 

令和２年４月１６日 

件 名 子どもの食の確保緊急対応事業（補助金）の実施について 

所管部課名 総合事業調整担当部 総合事業調整担当課 

内 容 

新型コロナウイルス感染症の拡大及び学校等の臨時休業に伴い、東京都

が、子どもの食の確保及び地域との交流継続のための緊急対応として、在

宅の子どもやその保護者等を対象に、子ども食堂における喫食ではない食

事の提供等を行う団体等を支援するための補助事業を新設した。 

足立区では、これを活用し同様の目的で緊急対応を行った区内子ども食堂

等への支援を実施したので、次のとおり報告する。 

１ 事業の概要 

事業名 足立区子どもの食の確保緊急対応事業（補助金） 

対象事業 

１ 子ども食堂等で調理・用意したお弁当を子ども食堂

等で配布 

２ 子ども食堂等で調理・用意したお弁当を子どもの自

宅等へ配送 

３ 食材を子ども食堂等で配布 

４ 食材を子どもの自宅等へ配送 

補 助 額 １団体あたり上限 100,000円 

補 助 率 都１０/１０（子供家庭支援区市町村包括補助事業） 

期  間 令和２年２月１日から３月３１日まで 

対象経費 

食材費、お弁当の購入費、消耗品費、交通費、運搬のた

めのガソリン代、光熱水費、通信費、印刷代、保険料、

使用料及び賃借料 など 

※人件費、団体運営に要する経費は対象外

実施団体   １団体 

※同様の目的をもつ他団体等の助成金(例：社会福祉法人中央共同募金会 

の赤い羽根福祉基金)等を利用した団体が２団体あり。 

２ 事業主体 

区内で活動を行う子ども食堂等（主に子ども食堂ＭＡＰ掲載団体） 

３ 各担当部署 
（１）申請窓口 政策経営部総合事業調整担当課 

（子どもの貧困対策担当課） 

（２）予算計上・支出 子ども家庭部子ども政策課 

問 題 点 

今後の方針 

４月以降については、区として区立小中学校の休校期間中の５月１０日ま

で、区内子ども食堂に対する子どもの食の確保緊急対応事業を継続実施す

る。 

2



総 務 委 員 会 情 報 連 絡 

令和２年４月１６日 

件 名 公式ホームページにおける｢やさしい日本語｣の運用開始について 

所管部課名 広報室 報道広報課 

内 容 

多言語化施策の一環として、外国人等に公式ホームページの内容をわか

りやすく伝えるため「やさしい日本語」自動変換システムを導入する。 

１ 目的 

主として簡単な日本語が理解できる区内在住外国人に対し、ホームペ

ージの内容を分かりやすい日本語で伝える。 

２ システム概要 

ホームページ内に設置した専用のタブをクリックすることで、全ペー

ジを一括して「やさしい日本語」に自動変換し、すべての漢字にふりが

なを振る。 

＜変換イメージ＞ 

※ 一部の語句については、正確に変換されない場合がある。

※ 正確な変換がされない語句ついては、カスタム辞書登録機能(後述)を

利用し修正を行う。

原文 

やさしい日本語変換＋ルビ追加 
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３ 主要機能 

（１）区公式ホームページ（Ｗｅｂページ）のすべてをやさしい日本語に

一括変換したうえでルビを追加する機能 

（２）区公式ホームページ（Ｗｅｂページ）の原文内の漢字すべてにルビ

のみを追加する機能（※語句の変換はされない） 

（３）文節を自動的に区切る「わかち書き」機能

（４）文末を「です・ます」調に統一する機能

（５）特別な読み方をする漢字（地名・人名等）を登録し修正できるカス

タム辞書登録機能 他

４ 費用 

２６４，０００円（年間） 

※ 月額２２，０００円（税込）のシステム使用料

５ 運用開始日（予定） 

令和２年５月中旬 

※ 運用開始の際は、ＳＮＳなどにより周知を徹底する。

６ やさしい日本語を推進していく根拠となる方針について 

現在、やさしい日本語の活用方針について総務課で検討中である。 

区としての方針を策定するにあたって、先行してホームページにおけ

るやさしい日本語の運用を試行的に実施する。 

問 題 点 

今後の方針 

 当システムを有効に運用していくには、変換前のページがわかりやす

い日本語で作成されていることが重要である。

 区職員に対し、やさしい日本語を推進していく意義などを周知し、わ

かりやすい表現でのページ作りを推進していく。

 一定期間運用したうえで、その有益性や効果等の検証を行い、運用の

継続、見直しの両面で再検討し、以後の事業展開に活かしていく。
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